
議案第１１７号

解約金の額を定めることについて

勝山市滞在型コンベンション施設「勝山ニューホテル」の指定管理期間を短縮することに伴う解約金の額を次のとおり定める。

記

１ 解約金を支払う相手方の住所及び氏名

所在地 東京都渋谷区道玄坂１丁目１０番８号

名 称 東急リゾーツ＆ステイ株式会社

代表者 代表取締役社長 田中 辰明

２ 概要

勝山市滞在型コンベンション施設「勝山ニューホテル」の指定管理期間を１０年間としていたが、これを勝山市の都合により６年間に短

縮することに伴う解約金を支払うものである。

３ 解約金の額 金７，０００，０００円

令和４年３月１日提出

勝山市長 水上 実喜夫

提案理由

指定管理期間の短縮に伴う解約金の額を定めるため、地方自治法第９６条第１項第１３号の規定により、この案を提出する。


